
  

原子力防災計画に基づく通報連絡体制及び通報連絡方法【緊急時】 
 
１ 通報連絡体制 

 ・緊急時（警戒事態以降）は、原子力災害対策重点区域（ＰＡＺ・ＵＰＺ）の町村に対し、事業者、原 

子力規制委員会及び道から通報連絡される。（緊急情報の多重化） 

・避難先等となる市町村には、道から直接通報連絡する。 

・１３町村以外の道内の市町村には、各振興局を通じ、遅滞なく情報提供を行う。 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  
  

                                 

                       

 

 

 

 
 

 

 

 

２ 通報連絡方法 

 ① ＰＡＺ・ＵＰＺの町村 

  ・道（原子力安全対策課）は、専用回線電話及びファクシミリ等により連絡。 
 

 ② 避難先となる市町村等 

  ・道（原子力安全対策課）は、対象市町村へ電子メールで一斉送信（対象市町村の電子メールはあらか

じめ登録）するとともに、電子メールにより着信確認。 
 

 ③ １３町村以外の道内市町村 

  ・道（原子力安全対策課）は、総合振興局・振興局へ電話及び電子メールで連絡し、総合振興局・振興

局は、当該管内市町村へ電子メールで一斉送信（対象市町村の電子メールはあらかじめ登録）すると

ともに、総合振興局・振興局において、電子メールにより着信確認。 
 
※  ①～③における通報連絡のため、あらかじめ連絡責任者一覧（連絡責任者、代行順位者、夜間・休

日対応（携帯電話等））を作成する。なお、①及び②における通報連絡は、緊急時に備え、適宜、通信

連絡訓練を実施する。 

事 

業 

者 

（
北 

海 

道 

電 

力
） 

原子力規制委員会 

北海道（原子力安全対策課） 

ＰＡＺ ３町村 
（泊村・共和町・岩内町） 

… 警戒事態 
緊急事態に至っていないが、 
その可能性ある事故・故障等 
道：第２非常配備（＊） 

総合振興局 
・振興局 

13町村以外

の道内市町村 

… 施設敷地緊急事態 
原災法第 10条に基づく通報 
道：第３非常配備（＊） 
 
全面緊急事態 
原子力緊急事態宣言 
道：第３非常配備（継続）（＊） 

ＵＰＺ 10町村 
神恵内村・寿都町・蘭越町・ 
ニセコ町・倶知安町・積丹町・ 

 古平町・仁木町・余市町・ 
赤井川村 

避難先等 23市町村 
小樽市・島牧村・黒松内町・ 
真狩村・留寿都村・喜茂別町・ 
京極町・札幌市・千歳市・室蘭
市・苫小牧市・登別市・伊達市・ 
壮瞥町・白老町・洞爺湖町・ 
豊浦町・長万部町・江別市・ 
北広島市・厚真町・安平町・ 
むかわ町 

（＊）非常配備体制は、原子力災害が単独発生した場

合の体制。自然災害との複合災害時には、自然災害

に対する非常配備体制となる場合がある。 
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